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【手続補正書】
【提出日】平成23年9月22日(2011.9.22)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
それぞれの反応段階が水素化反応領域を含む少なくとも２つの水素化反応段階でアセトン
をイソプロパノールにし、
第１反応段階の反応領域を出る水素化反応生成物が未反応アセトンを含有し、アセトン及
びイソプロパノールを含む生成物流が、後続反応段階の反応領域に移動し、前記生成物流
は前記後続反応段階の反応領域の入口で６０～１００℃の温度を有する、液相水素化によ
るイソプロパノールの製造方法であって、
前記反応領域の出口で前記後続反応段階の反応領域を出る生成物流の温度が、前記反応領
域の入口で前記反応領域に入る生成物流の温度よりも最大４０℃高く、前記後続反応領域
の温度が、１２５℃を超えないことを特徴とする製造方法。
【請求項２】
前記後続反応領域の入口で前記後続反応段階の反応領域に入る生成物流の温度が、６０～
９０℃の範囲であり、かつ前記反応領域の出口で前記反応領域から出る生成物流の温度が
、前記反応領域の入口で前記反応領域に入る生成物流の温度より、最大３０℃高い請求項
１の方法。
【請求項３】
２段階で実施される請求項１又は２の方法。
【請求項４】
第１反応段階は環状反応器を含み、第２反応段階は管型反応器を含む請求項３の方法。
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【請求項５】
アセトンを含む液体流は、水素流と並流して、いずれかの反応段階の水素領域を通って導
かれている請求項１～４のいずれかの方法。
【請求項６】
水素化が５：１～１：１の範囲の水素とアセトンのモル比で行われる請求項１～５のいず
れかの方法。
【請求項７】
水素化されるアセトンが１重量％以下の水を含む請求項１～６のいずれかの方法。
【請求項８】
前記反応段階のいずれの圧力も１０～５０barの範囲である請求項１～７のいずれかの方
法。
【請求項９】
第１反応段階の水素化領域の温度が６０～１３０℃である請求項１～８のいずれかの方法
。
【請求項１０】
水素化が水素化触媒の存在下で行われる請求項１～９のいずれかの方法。
【請求項１１】
前記水素化触媒が中性支持体上にあるニッケルを含む請求項１０の方法。
【請求項１２】
前記中性支持体がα－Ａｌ２Ｏ３である請求項１１の方法。
【請求項１３】
得られる生成物が、１，０００wppm未満のアセトンを含有する請求項１～１２のいずれか
の方法。
【請求項１４】
さらに、最後の反応段階で得られるイソプロパノール粗生成物を分割壁蒸留カラムの蒸留
に付し、精製イソプロパノールを回収することを含む請求項１～１３のいずれかの方法。
【請求項１５】
過剰量の水素が、イソプロパノール粗生成物を蒸留に付す前の最後の反応段階で得られた
反応生成物から分離される請求項１４の方法。
【請求項１６】
分離された水素が水素化工程に再利用される請求項１５の方法。
【請求項１７】
１，０００wppm未満のアセトンを含むイソプロパノール粗生成物を精製する方法であって
、イソプロパノール粗生成物を分割壁蒸留カラムの蒸留に付し、精製イソプロパノールを
回収することを含む方法。
【請求項１８】
粗生成物を上部生成物、底部生成物、及び側部生成物に分離し、精製イソプロパノールを
側部生成物として得る請求項１４から１７のいずれかの方法。
【請求項１９】
精製イソプロパノールが、２，０００wppm未満の水を含有する請求項１４から１８のいず
れかの方法。
【請求項２０】
精製イソプロパノールをモレキュラーシーブと接触させることにより乾燥することをさら
に含む請求項１９の方法。
【請求項２１】
　ａ）ベンゼンを、イソプロパノールの存在下でアルキル化して、クメンを得ること；
　ｂ）クメンを、媒質を含有する酸素で酸化して、クメンヒドロペルオキシドを得ること
；
　ｃ）クメンヒドロペルオキシドを、酸触媒の存在下で開裂して、フェノール及びアセト
ンを得ること；
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　ｄ）工程ｃ）で得られた生成物を、フェノール含有流とアセトン含有流に分離すること
；
　ｅ）場合により、工程ｄ）で得られたアセトン含有流を精製して、精製アセトンを得る
こと；
　ｆ）場合により、工程ｄ）で得られたフェノール含有流を精製して、精製フェノールを
得ること；
　ｇ）工程ｄ）のアセトン含有流及び／又は工程ｅ）の精製アセトンを水素化して、イソ
プロパノールを得ること；
　ｈ）工程ｇ）のイソプロパノールを工程ａ）で再利用すること
を含むフェノールの製造方法であって、
　工程ｇ）が、請求項１～１６、及び請求項１８～２０が請求項１４に従属する限りにお
いて請求項１８～２０のいずれかに従った方法を用いて実施されることを特徴とする方法
。
【請求項２２】
　ａ）ベンゼンをプロパンでアルキル化して、クメンを得ること；
　ｂ）クメンを、媒質を含有する酸素で酸化して、クメンヒドロペルオキシドを得ること
；
　ｃ）クメンヒドロペルオキシドを、酸触媒の存在下で開裂して、フェノール及びアセト
ンを得ること；
　ｄ）工程ｃ）で得られた生成物を、フェノール含有流とアセトン含有流に分離すること
；
　ｅ）場合により、工程ｄ）で得られたアセトン含有流を精製して、精製アセトンを得る
こと；
　ｆ）場合により、工程ｄ）で得られたフェノール含有流を精製して、精製フェノールを
得ること；
　ｇ）工程ｄ）のアセトン含有流及び／又は工程ｅ）の精製アセトンを水素化して、イソ
プロパノールを得ること；
　ｈ）工程ｇ）のイソプロパノールを脱水して、プロペンを得ること；
　ｉ）場合により、工程ｈ）のプロペンを精製すること；
　ｊ）工程ｈ）のプロペン及び／又は工程ｉ）の精製プロペンを工程ａ）で再利用するこ
と
を含むフェノールの製造方法であって、
工程ｇ）が請求項１～１６、及び請求項１８～２０が請求項１４に従属する限りにおいて
請求項１８～２０のいずれかに従った方法を用いて実施されることを特徴とする方法。
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